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京都府福祉のまちづくり条例「特定まちづくり施設一覧」 
 

規 模 ※１ 

用   途 
 

うち、バリアフリー法

に基づく制限付加部

分(条例第５章)の規

定の適用対象となる

建築の規模 

特別支援学校 すべて 1,000㎡以上 (1) 学校 

 上記以外のもの すべて 2,000㎡以上※２ 

(2) 病院又は診療所 すべて 1,000㎡以上 

(3) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 すべて 1,000㎡以上 

(4) 集会場又は公会堂 すべて 1,000㎡以上 

(5) 展示場 すべて 1,000㎡以上 

卸売市場 すべて － 

コンビニエンスストア、薬局若

しくはドラッグストア又はス

ーパーマーケット 

すべて 1,000㎡以上 

(6) 卸売市場又は百

貨店、マーケット

その他の物品販売

業を営む店舗 
上記以外のもの 200㎡以上 1,000㎡以上 

(7) ホテル又は旅館 すべて 1,000㎡以上 

保健所、税務署その他不特定か

つ多数の者が利用する官公署 
すべて 1,000㎡以上 

(8) 事務所 

上記以外のもの 2,000㎡以上 3,000㎡以上※２ 

(9) 共同住宅又は寄宿舎 
2,000㎡以上 

又は50戸以上 
3,000㎡以上※２ 

老人ホーム、福祉ホームその他

これらに類するもの（主として

高齢者、身体障害者等が利用す

るものに限る。） 

すべて 1,000㎡以上 
(10) 老人ホーム、保

育所、福祉ホーム

その他これらに類

するもの 
上記以外のもの すべて 2,000㎡以上※２ 

(11) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者

福祉センターその他これらに類するもの 
すべて 1,000㎡以上 

体育館（一般公共の用に供する

ものに限る。）、水泳場（一般

公共の用に供するものに限

る。）若しくはボーリング場又

は遊技場 

すべて 2,000㎡以上 

(12) 体育館、水泳

場、ボーリング場

その他これらに類

する運動施設又は

遊技場 
上記以外のもの すべて － 

(13) 博物館、美術館又は図書館 すべて 1,000㎡以上 

(14) 公衆浴場 すべて 1,000㎡以上 

飲食店 200㎡以上 1,000㎡以上 
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(15) 飲食店又はキ

ャバレー、料理店、

ナイトクラブ、ダ

ンスホールその他

これらに類するも

の 

上記以外のもの 200㎡以上 － 
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郵便局、銀行その他の金融機関

の店舗、理髪店、美容院又は電

気事業・ガス事業・電気通信事

業に係る営業所 

すべて 1,000㎡以上 

(16) 郵便局又は理

髪店、クリーニン

グ取次店、質屋、

貸衣装屋、銀行そ

の他これらに類す

るサービス業を営

む店舗 
上記以外のもの 200㎡以上 1,000㎡以上 

自動車教習所又は学習塾 500㎡以上 2,000㎡以上※２ 
(17) 自動車教習所

又は学習塾、華道

教室、囲碁教室そ

の他これらに類す

るもの 
上記以外のもの 500㎡以上 － 

(18) 工場 3,000㎡以上 － 

車両の停車場又は船舶若しく

は航空機の発着場を構成する

建築物で旅客の乗降又は待合

いの用に供するもの 

すべて 1,000㎡以上 (19) バリアフリー

法第２条第５号に

規定する旅客施設

上記以外のもの すべて  

一般公共の用に供するもの 50台以上 2,000㎡以上 (20) 自動車の停留

又は駐車のための

施設 上記以外のもの 50台以上 － 

(21) 公衆便所 すべて 50㎡以上 

(22) 火葬場 すべて  

(23) 神社、寺院又は教会 500㎡以上  
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(24) 消防法第８条の２第１項に規定する地下街 すべて  

２ 

道
路 

 道路法第２条第１項に規定する道路（専ら自動車の

交通の用に供するものを除く。） 
すべて  

(1) 都市公園法第２条第１項に規定する都市公園   すべて  ３ 
公
園 

(2) 遊園地、動物園又は植物園（(1)に規定する都市

公園に設けられる公園施設であるものを除く。） 
すべて  

４ 

駐
車
場 

 駐車場法第12条の規定による届出をしなければな

らない路外駐車場（機械式のもの及び１の項の(20)

に該当するものを除く。） 

50台以上  

 

※１ 床面積の合計を言い、増築、改築、用途変更、大規模な修繕又は大規模な模様替えの場合にあっ

ては、当該増築等に係る部分の床面積の合計を言います（条例第５章の適用については、大規模な

修繕又は大規模な模様替えの場合は除かれます）。 
 

＜複合用途の場合＞ 

①１の項の(3)、(5)から(7)まで、(12)及び(14)から(16)までに掲げる用途が複合する建築物の場合は、全体の

規模が1,000㎡以上であれば、単独では上表「規模」の欄の左欄に掲げる規模に満たない用途の部分も特定ま

ちづくり施設に含まれます。 

②上表「規模」の欄の右欄に掲げる規模に満たない特別特定建築物の建築であっても、同一敷地内における他の

特別特定建築物の床面積との合計が2,000㎡以上の場合は、条例第５章の適用対象となります。 
 

※２ 条例第25条により特別特定建築物に追加した特定建築物を示します。 


